
4 

 

２０２１年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民事訴訟法】 

 

次の文章を読んで，後記の設問（１）から（４）まで答えなさい。 

 

【事例】 

ＸとＹは、数年前から建材等の商品につき継続的取引を行っているが、納品し

た商品の支払について紛争が生じた。そこでＸはＹに対し、納入した建材の代金

として５００万円の売買代金請求訴訟を提起した。Ｙは本件の建材は納品され

ておらず、契約を解除したはずだと主張し、そうでなくとも代金は既に全額弁済

したと主張し、仮に弁済がなかったとしたなら、ＹがＸに運転資金として貸し付

けた貸金７００万円で相殺する旨の抗弁を提出した。 

（１）裁判所は、Ｘの主張する売買契約は認められるが、Ｙの弁済がなされたこ

とが認められると判断した場合、どのような判決を下すか。また、この判

決が確定した場合、既判力はどのような判断に生じるか。 

（２）裁判所は、Ｘの売買代金を認めつつ、Ｙの弁済は認められないとして、Ｙ

の相殺の抗弁につき審理し、Ｙの貸金債権（反対債権）が７００万円であ

ると判断した場合、どのような判決をくだすべきか。また、Ｙの貸金債権

が３００万円であると判断した場合はどうか。それぞれの判決が確定し

た場合、既判力はどのような判断に生じるか。 

（３）Ｙが７００万円の貸金債権の支払を求めて反訴を提起したとき、この反

訴は適法か。民訴法１４２条との関係で、裁判所はどのように審理判断す

べきか。 

（４）上記（２）の場面で、裁判所はＹの貸金債権が７００万円であると認定し、

請求棄却判決を下した。Ｙは弁済を否定した裁判所の事実認定に誤りが

あるとして、控訴を提起した。Ｙの控訴には、そもそも控訴の利益がある

か。控訴審が、控訴の利益があるとした上で、審理の結果、弁済の事実を

認めた場合、どのような判決を下すべきか。 

 

（１）（２）：民事訴訟法Ⅰ 

（３）（４）：民事訴訟法Ⅱ 

 

※  解答用紙の記入に際しては、（１）、（２）、（３）、（４）と見出しを

つけて記入しなさい。 


